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２ 独立行政法人等の「法第 11 条の期限の特例規定を適用した事案に係るもので、

開示請求者に通知した期限までに開示決定等がされなかったもの」「調査日現在、処

理中の事案のうち、延長手続を採らなかった事案に係るもので、30 日を超過して
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法第14条第１項に基づいて意見書の提出の機会を付与したもの（任意的意見聴取）が916件、こ

れに対して開示に反対する旨の意見書が提出されたものが906件あり、法第14条第２項に基づ

いて意見書の提出の機会を付与したもの（必要的意見聴取）はなかった。 

 

表10 第三者に対する意見書提出の機会の付与等の状況 

（単位：件、％） 

 

法第14条第１項に基づき意見書の提出の機会を付

与（任意的意見聴取） 

法第14条第２項に基づき意見書の提出の機会を付与

（必要的意見聴取） 

 

意見書の提出 

 

意見書の提出 

 
反対する旨の意見書 

 
反対する旨の意見書 

 ３項通知  ３項通知 

令和６年度 

（比率） 

916 

(100) 

906 

(98.9) 

885 

(96.6) 

874 

(95.4) 

0 

(－) 

0 

(－) 

0 

(－) 

0 

(－) 

 
令和５年度 

（比率） 

877 

（100） 

872 

(99.4) 

845 

(96.4) 

827 

(94.3) 

0 

(－) 

0 

(－) 

0 

(－) 

0 

(－) 

（注） 「３項通知」は、意見書の提出の機会を付与した第三者から開示に反対する旨の意見書が提出された事案

のうち、開示決定を行い、法第14条第３項の規定に基づき当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理

由並びに開示を実施する日を通知したものの件数である。 

 

３ 審査請求の件数と処理の状況 

（１）審査請求の件数 

ア 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法（平成26

年法律第68号）に基づき、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 

令和６年度には、表11のとおり、174件の審査請求が行われている。 

 

表11 審査請求の件数 
（単位：件） 

 
審査請求の件数 

令和６年度 174 

 令和５年度 133 

 

イ 審査請求の理由をみると、表12のとおり、不開示情報に該当することなどを理由とする不

開示の決定（一部を開示する決定の不開示部分を含む。）に対する審査請求が最も多く、138

件となっており、次いで、法人文書の特定に対する不服があることなどを理由とする開示決

定に対する審査請求が58件となっている。 
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表12 審査請求の理由 
（単位：件） 

 開示請求者からの審査請求 第三者からの審査請求 計 

不開示の決

定（一部を

開示する決

定の不開示

部 分 を 含

む。）に対す

る審査請求 

不開示情報に該当することを理由とする

不開示決定に対する不服、  

法人文書の不存在を理由とする不開示決

定に対する不服等 

138  － 138 

開示決定に

対する審査

請求 

法人文書の特定に対する不服（開示決定を

された法人文書以外にも開示請求対象文

書があるはずである、開示請求した文書と

開示決定をされた文書が異なるなど） 

58 

自己に関連する情報が記録 

された法人文書が開示され 

ることとなる決定に対する 

不服 

0 58 

その他の審

査請求 

不作為に対する不服 2 

 － 5 

上記以外 3 

（注） １件の審査請求において複数の理由があるものはそれぞれに計上しているため、本表の件数の合計は、表

11の審査請求の件数とは一致しない場合がある。 

 

（２）審査請求の処理状況 

審査請求を受けた独立行政法人等は、①審査請求が不適法で却下する場合、②裁決で審査請

求の全部を認容し当該審査請求に係る法人文書の全部を開示する場合を除き、情報公開・個人

情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した上で、裁決をすることとされている（法

第19条第１項）。 

令和６年度において独立行政法人等が処理すべき審査請求事案は、同年度に行われた174件

及び令和５年度から持ち越された177件の計351件となっている。 

この351件について、その処理状況をみると、表13のとおり、裁決が行われ処理済みとなって

いるものが128件（36.5％）、取下げが１件（0.3％）、処理方針を検討中である、審査会に諮問

中であるなどにより令和７年度に処理を持ち越しているものが222件(63.2％)となっている。 

 

表13 審査請求の件数と処理状況 
（単位：件、％） 

 

処理すべき件数 

処理済 取下げ 

処理中 
（次年度に持ち越し） 

 
新規審査

請求件数 

前年度か

らの持ち

越し件数 

 

処理方針の

検討中、審

査会への諮

問準備中等 

審査会に

諮問中 

審査会の

答申後、裁

決の準備

中 

令和６年度 

（比率） 

351 

(100) 
174 177 

128 

(36.5) 

1 

(0.3) 

222 

(63.2) 

20 

(5.7) 

172 

(49.0) 

30 

(8.5) 

 
令和５年度 

（比率） 

312 

(100) 
133 179 

 135 

(43.3) 

2 

(0.6) 

175 

(56.1) 

35 

(11.2) 

121  

(38.8) 

19 

(6.1) 

（注）１ 「処理方針の検討中、審査会への諮問準備中等」には、不適法な審査請求であるなど審査会への諮問を要しない

事案について裁決の準備をしているものを含む。 

２ 令和５年度に審査請求がされた段階では１件としていた事案を令和６年度に入ってから補正により複数の事案

に分割した場合や、複数の審査請求事案を補正により１件にまとめる場合などがあるため、令和６年度の「前年

度からの持ち越し件数」と令和５年度の「処理中（次年度に持ち越し）」の件数は一致しない場合がある。 
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12　審査請求を受けてから裁決をするまでの期間

（単位：件）

１年以内
１年超

２年以内
２年超

（独立行政法人）
奄美群島振興開発基金 0 0 0 0
医薬基盤・健康・栄養研究所 2 0 2 0
医薬品医療機器総合機構 1 1 0 0
宇宙航空研究開発機構 0 0 0 0
エネルギー・金属鉱物資源機構 2 2 0 0
海技教育機構 0 0 0 0
海上・港湾・航空技術研究所 0 0 0 0
海洋研究開発機構 0 0 0 0
科学技術振興機構 0 0 0 0
家畜改良センター 0 0 0 0
環境再生保全機構 0 0 0 0
教職員支援機構 0 0 0 0
勤労者退職金共済機構 0 0 0 0
空港周辺整備機構 0 0 0 0
経済産業研究所 0 0 0 0
建築研究所 0 0 0 0
工業所有権情報・研修館 7 0 7 0
航空大学校 0 0 0 0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 15 5 9 1
国際観光振興機構 0 0 0 0
国際協力機構 3 0 0 3
国際交流基金 0 0 0 0
国際農林水産業研究センター 0 0 0 0
国民生活センター 0 0 0 0
国立印刷局 1 1 0 0
国立科学博物館 0 0 0 0
国立環境研究所 0 0 0 0
国立がん研究センター 0 0 0 0
国立高等専門学校機構 3 3 0 0
国立公文書館 0 0 0 0
国立国際医療研究センター 0 0 0 0
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 0 0 0 0
国立循環器病研究センター 2 2 0 0
国立女性教育会館 0 0 0 0
国立成育医療研究センター 1 1 0 0
国立青少年教育振興機構 0 0 0 0
国立精神・神経医療研究センター 0 0 0 0
国立長寿医療研究センター 0 0 0 0
国立特別支援教育総合研究所 0 0 0 0
国立美術館 0 0 0 0
国立病院機構 4 2 2 0
国立文化財機構 0 0 0 0
産業技術総合研究所 0 0 0 0
自動車技術総合機構 0 0 0 0
自動車事故対策機構 0 0 0 0
住宅金融支援機構 1 0 1 0
酒類総合研究所 0 0 0 0
情報処理推進機構 0 0 0 0
情報通信研究機構 0 0 0 0

審査請求を受けてから裁決するま
での期間

法人名 裁決の件数
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（単位：件）

１年以内
１年超

２年以内
２年超

審査請求を受けてから裁決するま
での期間

法人名 裁決の件数

新エネルギー・産業技術総合開発機構 0 0 0 0
森林研究・整備機構 0 0 0 0
水産研究・教育機構 0 0 0 0
製品評価技術基盤機構 0 0 0 0
造幣局 0 0 0 0
大学改革支援・学位授与機構 0 0 0 0
大学入試センター 2 2 0 0
地域医療機能推進機構 1 1 0 0
中小企業基盤整備機構 2 2 0 0
駐留軍等労働者労務管理機構 0 0 0 0
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2 2 0 0
統計センター 0 0 0 0
都市再生機構 7 5 2 0
土木研究所 0 0 0 0
日本医療研究開発機構 9 0 9 0
日本学術振興会 0 0 0 0
日本学生支援機構 0 0 0 0
日本芸術文化振興会 0 0 0 0
日本原子力研究開発機構 0 0 0 0
日本高速道路保有・債務返済機構 0 0 0 0
日本スポーツ振興センター 2 0 2 0
日本貿易振興機構 0 0 0 0
年金積立金管理運用独立行政法人 0 0 0 0
農業者年金基金 0 0 0 0
農業・食品産業技術総合研究機構 0 0 0 0
農畜産業振興機構 0 0 0 0
農林漁業信用基金 0 0 0 0
農林水産消費安全技術センター 0 0 0 0
福祉医療機構 0 0 0 0
物質・材料研究機構 0 0 0 0
防災科学技術研究所 0 0 0 0
北方領土問題対策協会 0 0 0 0
水資源機構 0 0 0 0
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 1 1 0 0
理化学研究所 1 1 0 0
量子科学技術研究開発機構 3 3 0 0
労働者健康安全機構 0 0 0 0
労働政策研究・研修機構 0 0 0 0
（特殊法人）
沖縄科学技術大学院大学学園 0 0 0 0
沖縄振興開発金融公庫 0 0 0 0
株式会社国際協力銀行 0 0 0 0
株式会社日本政策金融公庫 0 0 0 0
株式会社日本貿易保険 0 0 0 0
新関西国際空港株式会社 0 0 0 0
日本私立学校振興・共済事業団 0 0 0 0
日本中央競馬会 1 0 1 0
日本年金機構 4 4 0 0
福島国際研究教育機構 0 0 0 0
放送大学学園 0 0 0 0
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（単位：件）

１年以内
１年超

２年以内
２年超

審査請求を受けてから裁決するま
での期間

法人名 裁決の件数

（認可法人）
外国人技能実習機構 0 0 0 0
金融経済教育推進機構 0 0 0 0
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 0 0 0 0
脱炭素成長型経済構造移行推進機構 0 0 0 0
日本銀行 0 0 0 0
農水産業協同組合貯金保険機構 0 0 0 0
預金保険機構 0 0 0 0
（国立大学法人）
北海道大学 0 0 0 0
北海道教育大学 0 0 0 0
室蘭工業大学 0 0 0 0
北海道国立大学機構 0 0 0 0
旭川医科大学 0 0 0 0
弘前大学 1 1 0 0
岩手大学 0 0 0 0
東北大学 7 2 3 2
宮城教育大学 1 1 0 0
秋田大学 0 0 0 0
山形大学 0 0 0 0
福島大学 0 0 0 0
茨城大学 2 0 2 0
筑波大学 2 2 0 0
筑波技術大学 0 0 0 0
宇都宮大学 0 0 0 0
群馬大学 1 0 1 0
埼玉大学 0 0 0 0
千葉大学 0 0 0 0
東京大学 14 2 12 0
東京科学大学 1 0 1 0
東京外国語大学 0 0 0 0
東京学芸大学 0 0 0 0
東京農工大学 0 0 0 0
東京芸術大学 1 0 1 0
東京海洋大学 0 0 0 0
お茶の水女子大学 0 0 0 0
電気通信大学 0 0 0 0
一橋大学 0 0 0 0
横浜国立大学 0 0 0 0
新潟大学 0 0 0 0
長岡技術科学大学 0 0 0 0
上越教育大学 0 0 0 0
富山大学 0 0 0 0
金沢大学 0 0 0 0
福井大学 0 0 0 0
山梨大学 0 0 0 0
信州大学 3 0 0 3
静岡大学 0 0 0 0
浜松医科大学 0 0 0 0
東海国立大学機構 0 0 0 0
愛知教育大学 0 0 0 0
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（単位：件）

１年以内
１年超

２年以内
２年超

審査請求を受けてから裁決するま
での期間

法人名 裁決の件数

名古屋工業大学 0 0 0 0
豊橋技術科学大学 0 0 0 0
三重大学 1 0 0 1
滋賀大学 0 0 0 0
滋賀医科大学 0 0 0 0
京都大学 3 1 2 0
京都教育大学 0 0 0 0
京都工芸繊維大学 0 0 0 0
大阪大学 2 2 0 0
大阪教育大学 0 0 0 0
兵庫教育大学 0 0 0 0
神戸大学 1 1 0 0
奈良国立大学機構 0 0 0 0
和歌山大学 0 0 0 0
鳥取大学 0 0 0 0
島根大学 0 0 0 0
岡山大学 0 0 0 0
広島大学 0 0 0 0
山口大学 0 0 0 0
徳島大学 0 0 0 0
鳴門教育大学 0 0 0 0
香川大学 0 0 0 0
愛媛大学 0 0 0 0
高知大学 0 0 0 0
福岡教育大学 0 0 0 0
九州大学 1 0 1 0
九州工業大学 0 0 0 0
佐賀大学 0 0 0 0
長崎大学 0 0 0 0
熊本大学 0 0 0 0
大分大学 0 0 0 0
宮崎大学 1 1 0 0
鹿児島大学 0 0 0 0
鹿屋体育大学 0 0 0 0
琉球大学 0 0 0 0
政策研究大学院大学 0 0 0 0
総合研究大学院大学 2 0 2 0
北陸先端科学技術大学院大学 0 0 0 0
奈良先端科学技術大学院大学 0 0 0 0
（大学共同利用機関法人）
人間文化研究機構 3 1 2 0
自然科学研究機構 0 0 0 0
高エネルギー加速器研究機構 0 0 0 0
情報・システム研究機構 0 0 0 0
（その他）
日本司法支援センター 4 2 0 2

128 54 62 12計
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（単位：件）

90日超 90日超
法人名

令和６年度に審査会に諮問した件数 処理方針の検討中、審査会への諮問準備中等

（認可法人）
外国人技能実習機構 2 0 0 0
金融経済教育推進機構 0 0 0 0
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 0 0 0 0
脱炭素成長型経済構造移行推進機構 0 0 0 0
日本銀行 0 0 0 0
農水産業協同組合貯金保険機構 0 0 0 0
預金保険機構 0 0 0 0
（国立大学法人）
北海道大学 0 0 0 0
北海道教育大学 0 0 0 0
室蘭工業大学 0 0 0 0
北海道国立大学機構 0 0 0 0
旭川医科大学 0 0 0 0
弘前大学 0 0 0 0
岩手大学 0 0 0 0
東北大学 3 0 0 0
宮城教育大学 1 0 0 0
秋田大学 0 0 2 0
山形大学 0 0 0 0
福島大学 0 0 0 0
茨城大学 0 0 0 0
筑波大学 0 0 0 0
筑波技術大学 0 0 0 0
宇都宮大学 0 0 0 0
群馬大学 0 0 0 0
埼玉大学 0 0 0 0
千葉大学 0 0 0 0
東京大学 49 0 2 0
東京外国語大学 0 0 0 0
東京科学大学 1 0 0 0
東京学芸大学 3 3 0 0
東京農工大学 0 0 0 0
東京芸術大学 0 0 0 0
東京海洋大学 0 0 0 0
お茶の水女子大学 0 0 0 0
電気通信大学 0 0 0 0
一橋大学 0 0 0 0
横浜国立大学 0 0 0 0
新潟大学 0 0 0 0
長岡技術科学大学 0 0 0 0
上越教育大学 0 0 0 0
富山大学 0 0 0 0
金沢大学 0 0 0 0
福井大学 0 0 0 0
山梨大学 0 0 0 0
信州大学 0 0 0 0
静岡大学 0 0 0 0
浜松医科大学 0 0 0 0
東海国立大学機構 0 0 0 0
愛知教育大学 0 0 0 0
名古屋工業大学 0 0 0 0
豊橋技術科学大学 0 0 0 0
三重大学 0 0 0 0
滋賀大学 0 0 0 0
滋賀医科大学 0 0 0 0
京都大学 2 0 0 0
京都教育大学 0 0 0 0
京都工芸繊維大学 0 0 0 0
大阪大学 5 0 0 0
大阪教育大学 0 0 0 0
兵庫教育大学 0 0 0 0
神戸大学 1 0 0 0
奈良国立大学機構 2 0 0 0
和歌山大学 3 1 0 0
鳥取大学 0 0 0 0
島根大学 0 0 0 0
岡山大学 0 0 0 0
広島大学 0 0 0 0
山口大学 0 0 0 0
徳島大学 0 0 0 0
鳴門教育大学 0 0 0 0
香川大学 0 0 0 0
愛媛大学 0 0 0 0
高知大学 0 0 0 0
福岡教育大学 0 0 0 0
九州大学 2 2 1 0
九州工業大学 0 0 0 0
佐賀大学 0 0 0 0
長崎大学 0 0 0 0
熊本大学 2 0 1 0
大分大学 0 0 0 0
宮崎大学 0 0 0 0
鹿児島大学 0 0 0 0
鹿屋体育大学 0 0 0 0
琉球大学 2 0 0 0
政策研究大学院大学 0 0 0 0
総合研究大学院大学 1 0 0 0
北陸先端科学技術大学院大学 0 0 0 0
奈良先端科学技術大学院大学 0 0 0 0
（大学共同利用機関法人）
人間文化研究機構 4 0 0 0
自然科学研究機構 0 0 0 0
高エネルギー加速器研究機構 0 0 0 0
情報・システム研究機構 0 0 0 0
（その他）
日本司法支援センター 3 0 0 0

175 8 20 9計
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（単位：件）

60日超 60日超
（認可法人）
外国人技能実習機構 0 0 0 0
金融経済教育推進機構 0 0 0 0
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 0 0 0 0
脱炭素成長型経済構造移行推進機構 0 0 0 0
日本銀行 0 0 0 0
農水産業協同組合貯金保険機構 0 0 0 0
預金保険機構 0 0 0 0
（国立大学法人）
北海道大学 0 0 0 0
北海道教育大学 0 0 0 0
室蘭工業大学 0 0 0 0
北海道国立大学機構 0 0 0 0
旭川医科大学 0 0 0 0
弘前大学 0 0 0 0
岩手大学 0 0 0 0
東北大学 7 0 0 0
宮城教育大学 1 0 0 0
秋田大学 0 0 0 0
山形大学 0 0 0 0
福島大学 0 0 0 0
茨城大学 2 0 0 0
筑波大学 2 0 0 0
筑波技術大学 0 0 0 0
宇都宮大学 0 0 0 0
群馬大学 1 0 0 0
埼玉大学 0 0 0 0
千葉大学 0 0 0 0
東京大学 14 0 9 0
東京外国語大学 0 0 0 0
東京科学大学 1 0 0 0
東京学芸大学 0 0 0 0
東京農工大学 0 0 0 0
東京芸術大学 1 0 0 0
東京海洋大学 0 0 0 0
お茶の水女子大学 0 0 0 0
電気通信大学 0 0 0 0
一橋大学 0 0 0 0
横浜国立大学 0 0 0 0
新潟大学 0 0 0 0
長岡技術科学大学 0 0 0 0
上越教育大学 0 0 0 0
富山大学 0 0 0 0
金沢大学 0 0 0 0
福井大学 0 0 0 0
山梨大学 0 0 0 0
信州大学 3 0 0 0
静岡大学 0 0 0 0
浜松医科大学 0 0 0 0
東海国立大学機構 0 0 0 0
愛知教育大学 0 0 0 0
名古屋工業大学 0 0 0 0
豊橋技術科学大学 0 0 0 0
三重大学 1 0 0 0
滋賀大学 0 0 0 0
滋賀医科大学 0 0 0 0
京都大学 3 0 0 0
京都教育大学 0 0 0 0
京都工芸繊維大学 0 0 0 0
大阪大学 1 0 0 0
大阪教育大学 0 0 0 0
兵庫教育大学 0 0 0 0
神戸大学 1 0 0 0
奈良国立大学機構 0 0 0 0
和歌山大学 0 0 0 0
鳥取大学 0 0 0 0
島根大学 0 0 0 0
岡山大学 0 0 0 0
広島大学 0 0 0 0
山口大学 0 0 0 0
徳島大学 0 0 0 0
鳴門教育大学 0 0 0 0
香川大学 0 0 0 0
愛媛大学 0 0 0 0
高知大学 0 0 0 0
福岡教育大学 0 0 0 0
九州大学 1 1 2 0
九州工業大学 0 0 0 0
佐賀大学 0 0 0 0
長崎大学 0 0 0 0
熊本大学 0 0 0 0
大分大学 0 0 0 0
宮崎大学 1 0 0 0
鹿児島大学 0 0 0 0
鹿屋体育大学 0 0 0 0
琉球大学 0 0 0 0
政策研究大学院大学 0 0 0 0
総合研究大学院大学 2 0 0 0
北陸先端科学技術大学院大学 0 0 0 0
奈良先端科学技術大学院大学 0 0 0 0
（大学共同利用機関法人）
人間文化研究機構 3 1 0 0
自然科学研究機構 0 0 0 0
高エネルギー加速器研究機構 0 0 0 0
情報・システム研究機構 0 0 0 0
（その他）
日本司法支援センター 4 2 1 0

112 6 30 1計

法人名
審査会の答申を受けて裁決を行ったもの 審査会の答申を受けて裁決の準備中
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